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森林・林業基本計画～百年つづく『森の国・木の街』へ～ 要旨

森林・林業・木材産業の好循環による「森の国・木の街」の実現

国産材の幅広い需要の創出とこれに向けた正の連鎖の構築

 国産材への期待の高まりに応え、国産材利用等の環境貢献の見える化を通じて、利用拡大と幅広い需要創出（木の街）を推進

 国産材の供給力強化に向け、集積・集約化、路網整備、経営体育成、スマート林業技術の導入などにより、林業・木材産業の体質強化と

林業従事者の所得向上、造林から木材利用までを正の連鎖でつなぐ国産材サプライチェーンの構築を図り、森業による山村地域の発展と

併せ、森林資源の循環利用と付加価値の創出（森の国）を確立

国民の安全・安心を根底から支える多様で健全な森林づくり

 近年の気候変動等がもたらす複合的な要因による山地災害、大規模な林野火災、クマによる人身被害等の危機を予防・管理し、我が国の

豊かな森林の多面的機能（森の国）を確保

 このため、森林資源の循環利用とあわせて、治山対策の強化や奥山の針広混交林化、里山林整備により、国民の安全・安心を根底から支

える多様で健全な森林づくりを推進

これらの実現により、森林・林業・木材産業の次の百年の礎を築くため、関係者が将来に希望をもって挑戦できるよう、民間活力の積極的な

活用を図りつつ、本基本計画に基づく施策を機動的・集中的に実施

 新たに具体的な成果指標（ＫＰＩ）を設定し、ＰＤＣＡによる施策の見直しに活用

状 況 変 化 

対 策 の 方 向

 企業の環境意識の高まりやウェルビーイングの観点から
森林資源の循環利用の気運の高まり

 非住宅・中高層建築物における木材利用技術の進展

 建築用材の自給率は半世紀ぶりに過半

 増加する利用可能な人工林資源（これを活かした林業・木材
産業は成長分野）

 レーザ計測、遠隔操作・自動運転機械などスマート林業技術
が飛躍的に進展

 一方、気候変動等による豪雨の増加、林野火災、クマによる
人身被害等の新たな危機が発生
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○ 国産材の利用拡大と幅広い需要創出（木の街）により、令和12年に国産建築用材を23百万㎥（国産材率７割）に３割増

○国産材の利用拡大と幅広い需要の創出
（技術開発、マーケティング、理解醸成等）

○ 需要に応じた国産材の供給力強化

森林・林業基本計画～百年つづく『森の国・木の街』へ～ ポイント①

加工工程の
自動化・省力化

保管庫
（ストック機能の強化）

木造の高層建築物

国産材の強み・追い風

 世界的に地球温暖化の防止や生物多様性の保全等の動きが強まり、企業の
環境貢献意識が高まる中、国産材への期待の拡大

 国産材利用等の環境貢献を見える化できる手法等も登場

 地震や火災に強い我が国の木造建築技術は世界に誇る高水準
⇒ 安全・安心な生活・職場空間を提供可能

 その強みを活かし、都市の木造化、ＣＬＴ等の製品輸出など、国産材マー
ケットを拡大していく好機

対応の方向性

• 改正ＳＨＫ制度や建築物のライフサイクルカーボン（ＬＣＣＯ２）の
評価等を活用した国産材利用効果の見える化

• 非住宅・中高層建築物の木造化など、都市の木造化の多角的推進

• 大径材、広葉樹等を活用した内装材等の需要創出

• ＣＬＴ、ツーバイフォー材等の製品輸出の戦略的拡大

• 森林・木材への理解醸成と行動変容に向けた木育の推進

• 余すことのない木材利用に向けた木質系新素材の開発・実装

• 木材加工流通施設の規模拡大、工場間連携、ストック機能の
強化

• ＪＡＳ製材設備、大径材対応設備等の戦略的整備

• 地場の中小工場等による高付加価値製品の持続的供給の確保

 人口減少社会下で住宅需要は下がり基調

 非住宅・中高層建築物における木材利用は、事例が出
てきているものの、いまだ低位

 国産丸太の大径化に対応した加工施設の整備や、需要
創出が必要

 丸太から付加価値の高い製品輸出への転換が必要

課題

林業・木材産業の成長の実現

改質リグニンの用途として
期待される電子基板
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○ 人工林の３分の２を林業適地とゾーニングし、令和12年に林業経営体への集積・集約化面積を210万haに３割増

森林・林業基本計画～百年つづく『森の国・木の街』へ～ ポイント②
日本の森林の強み・追い風

 国産材への期待や需要の拡大を背景に、林業や森林利用が成長するチャンス

 約１千万haの人工林（世界６位）の６割が利用可能（令和14年には８割見込み）

 情報通信技術（ＩＣＴ）や人工知能（ＡＩ）等によるスマート林業技術が進展

 木材ユーザーの合法性・持続性への関心が高まり

 建築用材に占める国産材割合が上昇して５割以上に（国産材主導のサプライ
チェーン）

林業・木材産業の成長の実現

○ スマート林業技術の実装等による持続的な林業の確立等

• 安全の確保や生産性の向上に向けた遠隔操作・自動運転機械等の実装

• 従事者の所得向上のためのキャリアに応じた昇給の実現等

• 労働環境の改善に向けた関係者の意識改革の徹底等

• 新規事業者も含めた多様な主体の育成・確保

• 森林の総合的利用やＪ－ｸﾚｼﾞｯﾄを山村所得等につなげる「森業」の推進

遠隔操作伐倒機械

○ ゾーニングと集積・集約化の加速

• ゾーニング等による林業適地での確実な再造林

• 林業適地における路網整備等への支援の重点化

• 境界明確化や情報の透明化等に向けたリモートセンシングとＡＩの活用

• 外縁確定型の普及、改正森林経営管理法の最大限の活用

• ユーザーの合法性・持続性が担保された木材を求める動きを活かし、再造林コストや、森林・木材の持続性
に関する情報の共有・相互理解、合理的な価格形成を図る国産材主導のサプライチェーンを構築

• ＩＣＴの活用等による原木流通コーディネート機能の強化

流通合理化 ・ 需給情報共有

合理的な価格形成

林業適地における再造林

外枠（赤枠）   
のみを管理

配分割合
Ａ:20%
Ｂ:22%
Ｃ:39%
Ｄ:19%

Ａ Ｂ

ＣＤ

所有者境界（青枠）をなくす

外縁確定型

対応の方向性

 森林所有者の経営意欲の低下や小規模・分散所有

 所有者不明対策や境界の明確化が必要

 林業従事者の確保・育成、高い労働災害発生率

 低い収益性

 林業適地での再造林が不十分

 再造林が考慮されておらず、輸入材主導の木材価格

課題

○ 強靱な国産材サプライチェーンの構築

森林浴
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森林・林業基本計画～百年つづく『森の国・木の街』へ～ ポイント③
我が国の森林において直面する国民生活へのリスク

 森林の恩恵は広く国民に及ぶ一方で、近年の気象条件や環境の変化等により、激甚化する山地災害、大規模な林野火災、クマによる人身被
害等、国民の安全・安心をおびやかす危機が頻発

• 豪雨の増加等により、土砂流出等の激甚な山地災害が発生 • 極端な少雨等を背景に、大規模な林
野火災が発生

• シカによる食害、松くい虫被害等により荒
廃する林地が発生、また、住宅街にクマ
が出没し人身被害も発生

対応の方向性

○ 令和６年能登半島地震

珠洲市石川県輪島市

輪島市・珠洲市などの奥能登地域を中心に
多数の山地災害が発生

○ 平成30年７月豪雨
広島県東広島市

中国、四国中心に同時多発
的に山地災害が発生。コア
ストーンの流出も確認

高知県
大豊町

愛媛県
西予市

シカの食害による
土壌侵食

（滋賀県米原市）

下流への
土砂流出

林野火災の発生状況
（岩手県大船渡市）

○ 国民の安全・安心を根底から支える多様で健全な森林づくり
 令和12年に、最も危険度の高い山地災害危険地区の治山対策完了率を

64%に増（現状54％）

 人工林資源の循環利用を進めつつ、以下の施策を推進

• 国土強靱化に向け、山地災害危険地区の再点検等を踏まえた森林整
備・治山対策の強化等

• 延焼しにくい多様な林相への誘導、林野火災に係る広報等の強化

• ドローンによるシカ等生息状況調査や、松くい虫防除のための効率的
な薬剤散布等による病虫害・鳥獣害対策

• クマ被害対策パッケージに基づく奥山の針広混交林化や里山林整備な
ど生息環境の保全・整備等

• 花粉の少ない森林への転換

• 原生的な天然林等は引き続き適切に保護管理

4

人工林 利活用等により機能の
維持増進を図る

天然林

天然林

適正な整備及び保全の推進（イメージ）

針広混交林化 世界自然遺産の
保全管理

緩衝帯の整備

国民生活の安全・安心の確保

人工林
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森林・林業基本計画～百年つづく『森の国・木の街』へ～ 主な施策

 多様で健全な森林づくり

• 森林計画制度による機能に応じたゾーニング、適正な伐採
と更新の確保、森林の公益的機能の評価

• 林業適地では循環利用（路網整備等の施策の重点化）、
それ以外では侵入広葉樹活用による針広混交林化等

• 里山林を中心とした天然林の利活用等による機能の維持増
進、原生的な天然林等の厳格な保護管理

• 生物多様性保全や気候変動対策に貢献する森林づくり
• 松くい虫・ナラ枯れの駆除予防措置、シカ・クマ対策
• 花粉の少ない森林への転換

 再造林の推進

• 特定苗木等の生産及び流通体制の整備
• 伐採から植栽・下刈りまでの省力化・低コスト化

 集積・集約化の加速

• 外縁確定型の普及、改正森林経営管理法の最大限の活用
• ゾーニングや境界明確化に向けたリモートセンシング、ＡＩの

活用
• 森林所有者情報等の精度向上・提供

 国土の保全

• 気候変動等を踏まえた森林整備・治山対策
• 開発等に係る厳正な制度運用
• 林野火災予防対策

 山村地域の発展

• 山村地域の所得向上や豊かな森林づくりにつなげる「森業」
の推進、関係人口の創出・拡大

 長期にわたる持続的な経営を行う多様な林
業経営体の育成及び確保

• 面的まとまりをもって一体的に長期間経営す
る林業経営体の育成

• 生産性向上に向けた適切な作業システム等
の導入

• 新規事業者等の多様な林業経営体の育成

 スマート林業技術の開発や実装

• 労働安全の確保・生産性向上に向けた林業
機械の遠隔操作・自動運転技術等の開発・
実装

• 造林作業の機械化に向けた施業方法の転
換

 林業従事者の確保及び育成、定着

• 新規就業者や多様なキャリア形成に対応し
た段階的・体系的な人材育成

• 多様な人材の活躍に向けた環境整備

 所得向上、労働環境の改善

• 所得向上に向けた、技能検定を活用した能
力評価の導入

• 労働環境の改善に向けた、関係者の意識改
革の徹底

 強靱な国産材サプライチェーンの構築

• 需給動向やコスト構造、森林・木材の持続性に関
する情報の共有・相互理解、合理的な価格形成が
図られるサプライチェーンの構築

• ＩＣＴ活用等による原木流通コーディネート

 国産材の供給力強化

• 非住宅分野向け部材や国産材比率の低い製品の
生産力強化やストック機能強化

• JAS等品質性能の確かな製品の安定的・効率的
供給

• 大径材に対応した設備の整備

• ニーズに対応した高付加価値製品の持続的供給

 国産材の利用拡大と幅広い需要の創出

• 木材の環境貢献等の見える化

• 都市（まち）の木造化推進法に基づく公共建築物
の木造化・木質化、建築物木材利用促進協定等を
活用した民間の木造化・木質化の促進

• 標準設計の開発・普及等による非住宅・中高層建
築物の木造化、住宅における国産材利用促進

• 大径材や広葉樹材を活用した内装材等の高付加
価値製品の開発・普及

• ＣＬＴ、ツーバイフォー等の木材製品の輸出拡大

• 木質系新素材の開発・実装、未利用材の有効活用

• 関係府省との連携による木育の推進

森林の有する多面的機能の
発揮に関する施策

林業の持続的かつ健全な
発展に関する施策

林産物の供給及び利用の
確保に関する施策

• デジタル技術の活用の推進（森林管理から生産・流
通までの効率化に向けた林業DX、森林土木分野に
おけるＩＣＴ等導入）

• 東日本大震災からの復興・創生

横断的に推進すべき施策

• 公益を重視した、一元的な管理経営の実施

• 全国的な組織・技術力や豊富な森林資源を活用し、地域の森林・林業施策の課題解決をリード

• 需給状況の的確な把握と地域の市況等を考慮した国有林材の機動的な供給

• 多様性の高い森林づくり、山地の防災・減災への対応、林業経営体の経営基盤の強化、開かれた「国民の森林」と
しての管理経営の実施

国有林野の管理経営に関する施策
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森林・林業基本計画（案）に掲げる目標

• 多面的機能が持続的に発揮される理想的な森林の状態を「指向す
る森林の状態」として参考に示し、これに向けて望ましい森林の整
備・保全が行われた場合に見込まれる５年後、10年後、20年後の状
態を目標として設定。

• 望ましい森林の整備・保全が行われた場合の木材供給量、今後の
需要動向を見通した上で、諸課題が解決された場合に実現可能な
木材利用量を目標として設定。

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標 林産物の供給及び利用に関する目標

＜用途別の利用量の目標＞

＜木材供給量の目標＞
（単位：百万㎥）

用途区分

総需要量 利用量

R６年

(実績)

R12年

(見通し)

R17年

(見通し)

R６年

(実績)

R12年

(目標)

R17年

(目標)

建築用材等 計 ３２ ３４ ３５ １８ ２３ ２６

製材用材 ２５ ２６ ２６ １４ １８ ２０

合板用材 ８ ８ ９ ４ ５ ６

非建築用材等 計 ５０ ５０ ５０ １７ １７ １７

ﾊﾟﾙﾌ゚・ﾁｯﾌ゚用材等 ２７ ２６ ２６ ４ ４ ４

燃料材 ２３ ２４ ２４ １２ １３ １３

合計 ８２ ８５ ８５ ３５ ４０ ４２

R６年
(実績)

R12年
(目標)

R17年
(目標)

木材供給量 ３５ ４０ ４２

（単位：百万㎥）

＜森林の有する多面的機能の発揮に関する目標＞

R７年
（現況）

目標とする森林の状態 （参考）
指向する

森林の状態R12年 R17年 R27年

森林面積（万ha）

人工林 １，０２０ １，０１０ １，０００ ９８０ ６３０

天然林 １，４９０ １，５００ １，５１０ １，５３０ １，８７０

うち、利活用等により
機能の維持増進を図
る天然林

１１０ １３０ １５０ １９０ ５２０

合計 ２，５００ ２，５００ ２，５００ ２，５００ ２，５００

総蓄積（百万㎥） ９，９４０ １０，４２０ １０，８１０ １１，４１０

1ha当たり蓄積（㎥/ha） ３９８ ４１７ ４３２ ４５６ 

総成長量（百万㎥/年） １２８ １１５ １０３ ８４ 

1ha当たり成長量（㎥/ha年） ５．１ ４．６ ４．１ ３．４

注１：用途別の利用量は、国産材に係るものである。
２：各用途には輸出を含む。
３：パルプ・チップ用材等には、しいたけ原木等を含む。
４：「燃料材」とは、ペレット、薪、炭、燃料用チップである。
５：百万㎥単位で四捨五入しているため、内訳と計とは一致しない場合がある。

注１：人工林は、主として植栽又は人工下種により成立している森林で伐採跡地を含み、天然
林は、主として自然に散布された種子、ぼう芽等により成立している森林で竹林及び未
立木地を含む。

２：利活用等により機能の維持増進を図る天然林は、多面的機能の維持増進を図るため、適
切な整備により利活用等を行う里山林等の天然林で、現況は、天然林のうち人為により
成立しているものを集計している。

３：目標とする森林の状態及び指向する森林の状態は、令和７年を基準として算出している。
４：令和７年の値は、令和７年４月１日の数値で、面積は森林資源現況調査、総蓄積及び総

成長量は森林生態系多様性基礎調査の結果から推計している。
５：森林面積は、十万ha単位で四捨五入しているため、内訳と計とは一致しない場合がある。 6



（参考）現行計画と次期計画の目標の比較

R７
（現況）

目標とする森林の状態 （参考）
指向する

森林の状態R１２ R１７ R２７

森林面積

人工林 １，０２０ １，０１０ １，０００ ９８０ ６３０

天然林 １，４９０ １，５００ １，５１０ １，５３０ １，８７０

うち、利活用等
により機能の維
持増進を図る
天然林

１１０ １３０ １５０ １９０ ５２０

合計 ２，５００ ２，５００ ２，５００ ２，５００ ２，５００

R２年
（現況）

目標とする森林の状態 （参考）
指向する

森林の状態R７ R１２ R２２

森林面積

育成単層林 １，０１０ １，０００ ９９０ ９７０ ６６０

育成複層林 １１０ １３０ １５０ １９０ ６８０

天然生林 １，３８０ １，３７０ １，３６０ １，３４０ １，１７０

合計 ２，５１０ ２，５１０ ２，５１０ ２，５１０ ２，５１０

＜森林の有する多面的機能の発揮に関する目標＞
現行計画

次期計画

＜林産物の供給及び利用に関する目標＞

用途区分
総需要量 国産材利用量

（実績）
R元

(見通し)
R７

(見通し)
R１２

（実績）
R元

（目標）
R７

（目標）
R１２

建築用材等 ３８ ４０ ４１ １８ ２５ ２６

製材用材 ２８ ２９ ３０ １３ １７ １９

合板用材 １０ １１ １１ ５ ７ ７

非建築用材等 ４４ ４７ ４７ １３ １５ １６

ﾊﾟﾙﾌﾟ･ﾁｯﾌﾟ用材等 ３４ ３２ ３１ ７ ７ ７

燃料材 １０ １５ １６ ７ ８ ９

合計 ８２ ８７ ８７ ３１ ４０ ４２

現行計画

次期計画

（単位：百万㎥）

用途区分

総需要量 国産材利用量

（実績）
R６

(見通し)
R１２

(見通し)
R１７

（実績）
R６

（目標）
R１２

（目標）
R１７

建築用材等 ３２ ３４ ３５ １８ ２３ ２６

製材用材 ２５ ２６ ２６ １４ １８ ２０

合板用材 ８ ８ ９ ４ ５ ６

非建築用材等 ５０ ５０ ５０ １７ １７ １７

ﾊﾟﾙﾌﾟ･ﾁｯﾌﾟ用材等 ２７ ２６ ２６ ４ ４ ４

燃料材 ２３ ２４ ２４ １２ １３ １３

合計 ８２ ８５ ８５ ３５ ４０ ４２

（単位：百万㎥）
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（単位：万ha）

（単位：万ha）



森林・林業基本計画（案）に掲げるＫＰＩ（推移及び指標値）①

 目標達成に向けて関係者が取り組むべき課題に対応したKPIについて、施策の効果が最大限発現した結果として、５年後に想定される指標値を設定。

目標達成に向けて関係者が取り組むべき
主な課題 <ＫＰＩ（R2 → 現状※1 → R12）>

民有林の効率的施業森林区域等の面積

林業適地のゾーニングと
持続的利用（再造林の推進）

人工造林面積

森林施業面積

人工造林面積に対するシカ被害発生
面積の割合

里山林整備の実施
国産広葉樹の製材・合板用材利用量

きのこ類生産量

花粉の少ないスギ苗木の生産割合

省力・低コスト造林の実施面積割合

針広混交林化等により天然林へ
移行した面積

林業適地以外の人工林におけ
る針広混交林等

適切なゾーニングに基づく多様な
森林づくり

生物多様性を高める森林づくりが
行われている森林の面積割合生物多様性への配慮

路網の整備により効率的な利用が可能
となる森林の資源量

ゾーニングを踏まえた路網整
備・路網の強靱化の実施

国土の保全

最も危険度の高い山地災害危険地区
における治山対策完了率
適切に保全されている海岸防災林等の
割合

森業の取組が行われている市町村数の割合山村地域の自立的・持続的発展

新たに境界明確化を実施した森林面積

民有林の人工林のうち林業経営体に
森林の集積・集約化をした面積

集積・集約化

〈
森
林
管
理
〉

森林の多面的機能の発揮

望ましい森林
構成に向けた
適正な整備・
保全の実施

8

－ → 140万ha → 400万ha

53万ha → 45万ha → 54万ha

3.4万ha → 3.5万ha → 4.5万ha

40％ → 60％ → 86％

13％ → 10％ → 8％

５割 → ６割 → ８割

R12までの累計10万ha

13万㎥ → 11万㎥ → 13万㎥

46万t → 43万t → 47万t

４割 → ４割 → ６割

－ → ７億㎥ → 20億㎥

－ → ４割 → ６割

R12までの累計20万ha

50％ → 54％ → 64％

97％ → 98％ → 100％

－ → 160万ha → 210万ha

山村振興

森林の多面的
機能の発揮に
関する目標

※1 現状値は、統計等により把握できる最新値（R４～R７）を示す。



森林・林業基本計画（案）に掲げるＫＰＩ（推移及び指標値）②

目標達成に向けて関係者が取り組むべき
主な課題 <ＫＰＩ（R2 → 現状 → R12）>

林業経営体の生産性

省力・低コスト造林の実施面積割合

デジタル林業戦略拠点数

集積・集約化（再掲）

国産材の利用拡大と幅広い需要の創出

新たに境界明確化を実施した森林面積

民有林の人工林のうち林業経営体に
森林の集積・集約化をした面積

長期・持続的な経営を行う
多様な林業経営体の育成及び確保

長期にわたる持続的な経営を担いうる
林業経営体数

スマート林業技術の開発・実装

所得向上、労働環境の改善
林業従事者の所得水準

林業従事者の確保・育成 安全かつ効率的な技術を新たに有した
従事者数

製材・合板工場等の国産の原木入荷量

国内で格付された構造用製材の
ＪＡＳ格付率

製材・合板工場等の生産性

製品１㎥当たりの付加価値額

需要に応じた国産材の供給力強化

内装材の国産材利用量

住宅における国産材利用促進 木造住宅等における国産材率

公共建築物の木造率

建築物木材利用促進協定締結数
非住宅・中高層分野等の
木造化・木質化

木材製品の輸出促進 製材・合板の輸出量

木質系新素材の開発・普及 木質系新素材の国産材利用量

〈
木
材
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
〉

〈
木
材
需
要
〉

林業の労働災害発生率（死傷年千人率）

林業の持続的かつ健全な発展

林産物の適切な供給
及び利用の確保

木材需要の見通し
（国内住宅向けの木材需要の減少
企業側の環境への関心の強まり）

新
た
な
国
産
材

需
要
の
創
出

望ましい林業構造の実現

林産物の適切な供
給及び利用の確保
に関する目標

1,389 → 1,609 → 1,800

－ → ３ → 25

25 → 23 → 16

８百人 → ９百人 → 15百人

16百万㎥ → 16百万㎥/年 → 21百万㎥/年

600㎥/人年 → 600㎥/人年 → 800㎥/人年

３割 → ３割 → ４割

12千円/㎥ → 12千円/㎥ → 14千円/㎥

70万㎥ → 80万㎥ → 100万㎥

５割 → ５割 → ６割

１割 → １割 → ２割

－ → 220 → 350

45万㎥ → 45万㎥ → 169万㎥

7㎥/人日 → 7㎥/人日 → 10㎥/人日

全産業並みに引上げ

木育の取組が行われている市町村数の割合消費者等の理解の醸成 － → ３割 → ６割
9

R12までの累計20万ha （再掲）

－ → 160万ha → 210万ha （再掲）

40％ → 54％ → 86％ （再掲）

－ → 300㎥ → １0,000㎥

林業：361万円（R4）
全産業：458万円（R4）



目指す世界 目標・KPI（例） 最新値 R12

国産材の供給・利用量 3,500万㎥ 4,000万㎥
（国産材の市場規模が３割UP）

製材・合板の輸出量 45万㎥ 169万㎥
（輸出額が965億円へ増加）

木育の取組が行われている
市町村数の割合 ３割 ６割

森業の取組が行われている
市町村数の割合 ４割 ６割

最も危険度の高い山地災害危険
地区の治山対策完了率 54％ 64％

（約１万地区／約1.5万地区）

生物多様性を高める森林づくりが
行われている森林の面積割合 ４割 ６割

(R6)

(R6)

(R6)

(R6)

山地災害から
国民を守る

（参考）森林・林業基本計画で目指す世界【国民視点】
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（参考）森林や木材による環境貢献

目指す世界 最新値 将来

吸収・貯蔵 4,400万t 7,200万t
排出削減 1,100万t 1,300万t

2050年ネット・ゼロ
への貢献

(R22)

(R12)(R6)

※2

※3

(R6)

多種多様な動植物と
共存する国土へ

CO2CO2

(R5)

(R5)

林業・木材産業は
成長分野として我が国の
経済成長に貢献産

業
成
長
等
を
通
じ
た

国
民
生
活
の
充
実

国
民
生
活
の

安
心
安
全
の
確
保

森林の恵みを
実感できる社会へ

（林業・木材産業の経済波及効果
は約２兆円から約３兆円へ）※1

※1 国産材利用量の増加率と製品の付加価値の上昇率から、国内の製材業及び合単板製造業の将来の出荷額を試算したうえで、木材産業連関分析アプリ『年輪』（東京大学環境材料設計学研究室）から経済波及効果を試算。
※2 地球温暖化対策計画（令和７年２月18日閣議決定）に記載の新たな算定方法を適用した場合に見込まれる数値であり、R６の数値との比較はできない。
※3 ①木造建築の全てが、他構造を代替して建築されたと仮定した場合の材料製造時のＣＯ２排出削減量、②燃料材利用量の全てが、発電利用・熱利用・熱電併給においてＡ重油を代替して利用されたと仮定した場合の

ＣＯ２排出削減量について試算。
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